
 

 

                       化 保 第 ３ ７ － １ 号   

                       令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 日  

 

 一般社団法人埼玉県ＬＰガス協会 

  会長 清水 宏之介 様 

 

 

 

                          埼玉県危機管理防災部化学保安課長   

                      鈴木 郁夫（公印省略）  

 

 

   新型コロナウイルス感染拡大防止等に対応した高圧ガス保安法等  

   の制度改正について（通知）  

 

 液化石油ガス保安行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り 

厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和２年４月１０日付けで、別添写しのとおり高圧ガス製造施設 

等に係る検査・調査期間の延長を可能とする制度改正がありました。 

 改正の概要については、別紙のとおりです。 

 つきましては、貴協会員に対し制度改正について周知してくださるよう 

お願いします。 

 なお、詳細については下記の経済産業省ホームページを御参照ください。 

 

                 記  

 

【経産省ホームページ掲載アドレス 】 

（液石法関連） 

  https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/ 

          oshirase/2020/04/20200410-02.html 

（高圧法関連） 

  https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/ 

       oshirase/2020/04/20200410_04.html 

（産業保安規制関連） 

  https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200410005/20200410005.html 

 

 

                     担 当：液化石油ガス担当  

                          野平・吉川     

               電 話：048-830-8439    



                                     別紙 
 

【改正の概要】 

  

 〇液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 
 

対象となる法制度 期間 

供給設備の点検の期間 

（規則第３６条第１項第１号） 

左記の期間が令和２

年４月１０日から同

年９月３０日までの

間に終了する場合は、

その期間を４か月延

長する。 

消費設備の調査の期間 

（規則第３７条第１項第１号） 

一般消費者等に対する周知の期間 

（規則第３８条の２第１項及び第２項） 

認定液化石油ガス販売事業者に係る報告の期間 

（規則第４８条第２項） 

充てん設備の保安検査の期間 

（規則第８１条第１項） 

液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充てん事業者に係る

事業年度終了後の報告の期間 

（規則第１３２条） 

  ※点検・調査の内容によっては、期間延長措置の対象外となる場合がありますので、 

   詳しくはお問合せください。 

 

 

 〇高圧ガス保安法 

 

   

 

 

 

 

 

 

対象となる法制度 期間 

保安検査の期間 

（液石則第 77条 第 2項） 

左記の期間が令和２

年４月１０日から同

年９月３０日までの

間に終了する場合

は、その期間を４か

月延長する。 

定期自主検査の期間 

（液石則第 81条 第 4項） 



経 済 産 業 省

事 務 連 絡

令和２年４月１０日

各産業保安監督部保安課及び那覇産業保安監督事務所 殿

各都道府県液化石油ガス担当課 殿

各関係団体 殿

経済産業省産業保安グループガス安全室

新型コロナウイルスの感染拡大防止等に対応した液化石油ガスの充てん設備

における保安業務及び保安検査の猶予措置について（通知）

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３月28日新型コロナウイル

ス感染症対策本部決定）を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の全国的かつ急速なまん延

を防ぐとともに、事業者が十分な感染拡大防止策を講ずるための環境整備を行う必要があ

ります。

こういった状況の中、経済産業省は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関

する法律施行規則の一部について一般消費者等の保安の確保を前提としつつ保安業務・充

てん設備の保安検査等の実施期間の猶予措置を可能とする制度改正を行いましたので、下

記のとおり通知いたします。

記

新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化

に関する法律施行規則（以下「省令」という。）における以下のとおり期間を延長する。

当該期間で保安業務又は保安検査等を行う際には、事故の発生防止に努め、一般消費者等

の保安確保に努めること。

次に掲げる期間が令和２年４月10日から９月30日までの間に終了する者は、点検期間を

４か月猶予する措置を講ずる。

例） １年に１回以上としているものは、１年４月に１回とする。

（１）供給設備・消費設備の点検・調査及び周知を行う期間（省令第36条第1項、第37

条第1項、第38条の2）

（２）認定液化石油ガス販売事業者の事業報告しなければならない期間（省令第48条第

1項）



（３）充てん設備の保安検査を受ける期間（省令第81条第1項）

（４）液化石油ガス販売事業者の事業報告しなければならない期間（省令第132条）

以上



 

経済産業省 
２ 高 圧 第 １ 号 

令和２年４月１０日 

 

 

各産業保安監督部保安課長・支部長及び那覇産業保安監督事務所長 殿 

各都道府県・指定都市高圧ガス保安担当課室長 殿 

各関係団体 殿 

 

経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室  

 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止等に対応した高圧ガスの製造施設等 

における保安検査、定期自主検査の運用について（通知） 

 

 

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年４月７日新型コロナウイ

ルス感染症対策本部決定）を踏まえ、新型コロナ感染症の全国的かつ急速なまん延を防ぐと

ともに、事業者が十分な感染拡大防止策を講ずるための環境整備を行う必要があります。 

この度、経済産業省は、高圧ガス保安規制の一部（保安検査及び定期自主検査）について

安全性の確保を前提としつつ柔軟な対応ができるよう、検査・点検期間の延長等を可能とす

る制度改正を行いましたので、下記のとおり通知いたします。 

 

 

記 

 

１．制度改正 

新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、高圧ガス製造設備について、施設又は設備によ

り定められた期間内に行わなければならない保安検査及び定期自主検査の期間を延長する。 

・対象：4月 10日から 9月 30日までに保安検査又は定期自主検査の期限が生じるもの 

・延長期間：4か月（例えば、6月 1日が期限の場合、10月 1日まで延長可能） 

※なお、保安検査に関連する開放検査の周期についても同様の対応をして差し支えないこととする。 

※詳細な制度改正については以下をご参照ください。 

 URL：https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/04/20200410_04.html  

 

２．保安の維持 

事業者が上記特例措置を活用される場合、各産業保安監督部保安課及び那覇産業保安監督



事務所及び各都道府県等高圧ガス担当課におかれては、以下に掲げる事項が適切に行われる

よう特段の配慮をされるとともに、貴団体におかれては、以下に掲げる事項を適切に行うよ

う、事業者に周知をお願いいたします。 

 

（１）法令に規定する技術上の基準に適合するように維持すること。 

（２）事故の発生防止及び不具合の早期発見のため、日常点検を強化すること。 

（３）危険時に速やかな通報、応急措置等が行えるよう体制を確保しておくこと。 

 

 

以上 

 

 

 



経 済 産 業 省

２０２００４０８保局第２号

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運

用及び解釈についての一部を改正する規程を次のように制定する。

令和２年４月１０日

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係

政省令の運用及び解釈についての一部を改正する規程

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運

用及び解釈について（２０１９０３０８保局第５号）の一部を別紙の新旧対照表

のとおり改める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。



別紙 

- 1 - 
 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈について（20190308保局第 5号） 新旧対照表 

 

○別添４ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について 

（改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。） 

改  正  後 改  正  前 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について 

廃止・制定 ２０１９０３０８保局第５号  平成３１年 ３月１５日 

２０２００４０８保局第２号  令和 ２年 ４月１０日 

 

 

第４８条（認定液化石油ガス販売事業者の報告義務）関係 

１.  ［略］ 

２.  第３項（第４項において準用する場合を含む。）の報告は、認定対象消費者割合が７０パーセント（５

０パーセント）を下回ったことを把握した際に、遅滞なく行う必要がある。認定対象消費者割合を把握する

機会としては、例えば、検討データの伝達の状況の確認、充てん容器の交換時における第４５条第１号及び

第２号の危機の接続状況の目視確認等がある。 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について 

廃止・制定 ２０１９０３０８保局第５号  平成３１年 ３月１５日 

 

 

 

第４８条（認定液化石油ガス販売事業者の報告義務）関係 

１. ［略］ 

２. 第２項（第３項において準用する場合を含む。）の報告は、認定対象消費者割合が７０パーセント（５

０パーセント）を下回ったことを把握した際に、遅滞なく行う必要がある。認定対象消費者割合を把握する

機会としては、例えば、検討データの伝達の状況の確認、充てん容器の交換時における第４５条第１号及び

第２号の危機の接続状況の目視確認等がある。 

 

 



経 済 産 業 省

2 0 2 0 0 4 0 8保局第 1号

高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規）の一部を改

正する規程を次のように制定する。

令和２年４月１０日

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官

高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規）

の一部を改正する規程

高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規）（２０１７

０７１８保局第１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。
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○高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規）（20170718保局第 1号） 新旧対照表 

（改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。） 

改  正  後 改  正  前 

高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規） 

制定 ２０１７０７１８保局第１号  平成２９年 ７月２５日 

改正 ２０１７１１０２保局第２号  平成２９年１１月１５日 

２０１８０３２３保局第４号  平成３０年 ３月３０日 

２０１８１１０５保局第１号  平成３０年１１月１４日 

２０１８１２１０保局第１号  平成３０年１２月２７日 

２０１８１２２５保局第２号  平成３１年 １月１１日 

２０１９０３０８保局第１号  平成３１年 ３月１５日 

２０１９０３２５保局第１号  平成３１年 ３月２９日 

２０１９０４１８保局第１号  平成３１年 ４月２２日 

２０１９０６０６保局第１号  令和 元年 ６月１４日 

２０１９１０２１保局第１号  令和 元年１１月１２日 

２０１９１２０６保局第１号  令和 元年１２月２０日 

２０２００２１３保局第２号  令和 ２年 ２月２８日 

２０２００４０８保局第１号  令和 ２年 ４月１０日 

 

（２）一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について 

第６６条関係  

（１）・（２） ［略］ 

（３） ［略］ 

（イ） ［略］ 

（ロ）「保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認める」製造施設は、パイロットプラント及

び第７９条第３項でいう休止施設等である。 

（４） ［略］ 

 

第７９条関係  

（１）第３項中「使用を休止した特定施設」とは、高圧ガスの製造を１ケ月以上にわたり継続して中止する

計画をもって休止している製造施設であって、他の製造施設と明確に縁切りされていることが確認でき、

かつ、その製造施設中のガスをそのガスと反応しにくい窒素等の不活性ガスで置換する等の保安上の措

置が講じてある状態のものをいう。  

（２） ［略］ 

 

第８３条関係  

（１）定期自主検査の実施時期は事業者の個別の事情に応じて合理的に設定されるものであり、例えば、規

則第７９条第４項に基づき、前回の保安検査の日から１年を経過した日の前後１月以内（認定完成検査

高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規） 

制定 ２０１７０７１８保局第１号  平成２９年 ７月２５日 

改正 ２０１７１１０２保局第２号  平成２９年１１月１５日 

２０１８０３２３保局第４号  平成３０年 ３月３０日 

２０１８１１０５保局第１号  平成３０年１１月１４日 

２０１８１２１０保局第１号  平成３０年１２月２７日 

２０１８１２２５保局第２号  平成３１年 １月１１日 

２０１９０３０８保局第１号  平成３１年 ３月１５日 

２０１９０３２５保局第１号  平成３１年 ３月２９日 

２０１９０４１８保局第１号  平成３１年 ４月２２日 

２０１９０６０６保局第１号  令和 元年 ６月１４日 

２０１９１０２１保局第１号  令和 元年１１月１２日 

２０１９１２０６保局第１号  令和 元年１２月２０日 

２０２００２１３保局第２号  令和 ２年 ２月２８日 

 

 

（２）一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について 

第６６条関係  

（１）・（２） ［略］ 

（３） ［略］ 

（イ） ［略］ 

（ロ）「保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認める」製造施設は、パイロットプラント及

び第７９条でいう休止施設等である。 

（４） ［略］ 

 

第７９条関係  

（１）第２項ただし書中「使用を休止した特定施設」とは、高圧ガスの製造を１ケ月以上にわたり継続して

中止する計画をもって休止している製造施設であって、他の製造施設と明確に縁切りされていることが

確認でき、かつ、その製造施設中のガスをそのガスと反応しにくい窒素等の不活性ガスで置換する等の

保安上の措置が講じてある状態のものをいう。  

（２） ［略］ 

 

第８３条関係  

（１）定期自主検査の実施時期は事業者の個別の事情に応じて合理的に設定されるものであり、例えば、規

則第７９条第３項に基づき、前回の保安検査の日から１年を経過した日の前後１月以内（認定完成検査



 

- 2 - 

 

実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあっては、基準日の前後３月以内）に受け又

は自ら行う保安検査に対応して定期自主検査の実施日を設定することも可能である。  

（２） ［略］ 

 

（３）液化石油ガス保安規則の運用及び解釈について 

第７７条関係  

（１）第３項中「使用を休止した特定施設」とは、高圧ガスの製造を１ケ月以上にわたり継続して中止する

計画をもって休止している製造施設であって、他の製造施設と明確に縁切りされていることが確認でき、

かつ、その製造施設中のガスをそのガスと反応しにくい窒素等の不活性ガスで置換することにより、保

安上の措置を講じてある状態のものをいう。 

（２） ［略］ 

 

第８１条関係  

（１）定期自主検査の実施時期は事業者の個別の事情に応じて合理的に設定されるものであり、例えば、規

則第７７条第４項に基づき、前回の保安検査の日から１年を経過した日の前後１月以内（認定完成検査

実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあっては、基準日の前後３月以内）に受け又

は自ら行う保安検査に対応して定期自主検査の実施日を設定することも可能である。 

（２） ［略］ 

 

（４）コンビナート等保安規則の運用及び解釈について 

第２５条関係 

１．・２． ［略］  

３． ［略］ 

（イ） ［略］ 

（ロ）「保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認める」製造施設は、パイロットプラント及

び第３４条第３項でいう休止施設等である。 

４． ［略］ 

 

第３４条関係  

（１）第３項中「使用を休止した特定施設」とは、高圧ガスの製造を１月以上にわたり継続して中止する計

画をもって休止している製造施設であって、他の製造施設と明確に縁切りされていることが確認でき、

かつ、その製造施設中のガスをそのガスと反応しにくい窒素等の不活性ガスで置換する等の保安上の措

置が講じてある状態のものをいう。  

（２） ［略］ 

 

第３８条関係  

（１）定期自主検査の実施時期は事業者の個別の事情に応じて合理的に設定されるものであり、例えば、規

則第３４条第４項に基づき、前回の保安検査の日から１年を経過した日の前後１月以内（認定完成検査

実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあっては、基準日の前後３月以内）に受け又

は自ら行う保安検査に対応して定期自主検査の実施日を設定することも可能である。  

（２） ［略］ 

 

（３）液化石油ガス保安規則の運用及び解釈について 

第７７条関係  

（１）第２項ただし書中「使用を休止した特定施設」とは、高圧ガスの製造を１ケ月以上にわたり継続して

中止する計画をもって休止している製造施設であって、他の製造施設と明確に縁切りされていることが

確認でき、かつ、その製造施設中のガスをそのガスと反応しにくい窒素等の不活性ガスで置換すること

により、保安上の措置を講じてある状態のものをいう。 

（２） ［略］ 

 

第８１条関係  

（１）定期自主検査の実施時期は事業者の個別の事情に応じて合理的に設定されるものであり、例えば、規

則第７７条第３項に基づき、前回の保安検査の日から１年を経過した日の前後１月以内（認定完成検査

実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあっては、基準日の前後３月以内）に受け又

は自ら行う保安検査に対応して定期自主検査の実施日を設定することも可能である。 

（２） ［略］ 

 

（４）コンビナート等保安規則の運用及び解釈について 

第２５条関係 

１．・２． ［略］  

３． ［略］ 

（イ） ［略］ 

（ロ）「保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認める」製造施設は、パイロットプラント及

び第３４条第２項でいう休止施設等である。 

４． ［略］ 

 

第３４条関係  

（１）第２項ただし書中「使用を休止した特定施設」とは、高圧ガスの製造を１月以上にわたり継続して中

止する計画をもって休止している製造施設であって、他の製造施設と明確に縁切りされていることが確

認でき、かつ、その製造施設中のガスをそのガスと反応しにくい窒素等の不活性ガスで置換する等の保

安上の措置が講じてある状態のものをいう。  

（２） ［略］ 

 

第３８条関係  

（１）定期自主検査の実施時期は事業者の個別の事情に応じて合理的に設定されるものであり、例えば、規

則第３４条第３項に基づき、前回の保安検査の日から１年を経過した日の前後１月以内（認定完成検査
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実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあっっては、基準日の前後３月以内）に受け

又は自ら行う保安検査に対応して定期自主検査の実施日を設定することも可能である。  

（２） ［略］ 

実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあっっては、基準日の前後３月以内）に受け

又は自ら行う保安検査に対応して定期自主検査の実施日を設定することも可能である。  

（２） ［略］ 
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